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添付する書類について 

 

建物の所有者、建築年月日及び所在地を確認できる書類が必要 

です。（以下のいずれかの書類：どちらか入手しやすいものをお選びください。） 

※添付書類は全てコピーで結構です。原本を提出された場合、返却はできませんのでご注意ください。 

 

□ 住宅の固定資産課税台帳登録事項証明書 ※3 ヶ月以内 

受け取れる場所：新長田合同庁舎か東灘‧灘‧中央‧須磨‧垂水‧北区、北須磨支所 

の市税の窓口にて証明書の交付を受けてください。 

（＊令和８年５月１日からは新長田合同庁舎のみ） 

注意点：備考欄の建築年月の記入を確認してください。記入がない場合、無効となります。 

      複数の所有者がいる場合、共有者全員を明記してもらうよう窓口にお申し出ください。 

      

 

□ 登記事項証明書(建物) ※3 ヶ月以内 

   受け取れる場所：お近くの法務局にて証明書の交付を受けてください。 

注意点：インターネットの登記情報提供サービスにより得られた書類は無効です。 

 

    

● 長屋住宅・共同住宅の場合 

申込者の住宅の「固定資産課税台帳登録事項証明」または「登記事項証明書」 

＊他の住戸の所有者全員の同意を得てください。 

＊各住戸に昭和 56年 6月以降の増築がないことをご確認の上、お申し込みください。 

 

 

 

ご不明な点は、すまいるネット耐震支援担当まで 

お問合わせください。 

078-647-9906 


